
 1 

 

   税務ＱＡ                      １９．５－２ 

             

    
Ｑ1 今年の税制改正法案が成立しましたが、減価償却制度に関する政令、省令の改正部分

の概要と新耐用年数省令による償却計算の仕方を教えてください。 
    
ＡＡＡＡ            ポイントポイントポイントポイント        
   （１）今年度の税制改正で減価償却制度が抜本的に改正され、平成１９年４月１日以後に 

取得をする減価償却資産について、償却可能限度額（取得価額の１００分の９５相当 

額）及び残存価額が廃止され、１円（残存簿価）まで償却できる制度となりました。  

（２）新たな定率法の導入によって、償却計算は定額法の償却率の２．５倍に設定された 

「定率法の償却率」（耐用年数省令 別表第十に規定）により計算することになります。 

 

１１１１．．．．平成平成平成平成１９１９１９１９年度税制改正年度税制改正年度税制改正年度税制改正でででで抜本的抜本的抜本的抜本的にににに見直見直見直見直されたされたされたされた減価償却制度減価償却制度減価償却制度減価償却制度    

    平成１９年度税制改正法案が３月２３日可決成立したことを受けて、法人税法施行令等の一

部を改正する政令、減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令などが公布 

され、減価償却制度の改正の全容が明らかになりました。 

（（（（１１１１））））減価償却制度減価償却制度減価償却制度減価償却制度のののの改正改正改正改正のあらましのあらましのあらましのあらまし（（（（所得税法及所得税法及所得税法及所得税法及びびびび法人税法人税法人税法人税法施行令法施行令法施行令法施行令のののの一部一部一部一部をををを改正改正改正改正するするするする政令政令政令政令抜粋抜粋抜粋抜粋））））    

            ①①①①    平成１９年４月１日以後に取得をする減価償却資産について、償却可能限度額（取得価額の

９５％相当額）及び残存価額を廃止し、１円（備忘価額）まで償却する制度とする。 

            ②②②②    定率法について、定率法の償却率により計算した償却限度額が償却保証額に満たないときは、 

             その満たなくなった事業年度以後の各事業年度において毎期均等償却となる改定償却率によ

り償却限度額を計算する方法とする。 

   ③③③③    平成２０年４月１日以後に締結する所有権移転外リース取引に係る契約により取得をした

リース資産の償却の方法は、リース期間で均等償却を行うリース期間定額法とする。 

            ④④④④    資本的支出は、その支出の対象となった減価償却資産と種類及び耐用年数を同じくする減価

償却資産を新たに取得したものとする。 

            ⑤⑤⑤⑤    平成１９年３月３１日以前に取得をした減価償却資産については、償却可能限度額まで償却

した事業年度等の翌事業年度以後５年間で１円まで均等償却ができる措置を講ずる。     

    （（（（２２２２））））新新新新たなたなたなたな償却限度額償却限度額償却限度額償却限度額のののの計算方法計算方法計算方法計算方法    

   ①①①① 定額法定額法定額法定額法のののの償却限度額償却限度額償却限度額償却限度額のののの計算式計算式計算式計算式 

       定額法定額法定額法定額法のののの償却限度額償却限度額償却限度額償却限度額    ＝＝＝＝    取得価額取得価額取得価額取得価額    ××××    耐用年数省令耐用年数省令耐用年数省令耐用年数省令    別表第十別表第十別表第十別表第十のののの「「「「定額法定額法定額法定額法のののの償却率償却率償却率償却率」」」」    

②②②② 新たな定率法の償却限度額の計算方法と計算式 

新たな定率法の導入により、定額法の償却率の原則２．５倍に設定された「定率法の償却率」

（耐用年数省令 別表第十に規定）が適用され、従来の制度に比べ、早い段階において多額の

償却を行うことが可能となりました。 
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新たな定率法は、減価償却資産の取得価額に、その耐用年数に応じた「定率法の償却率」を

乗じて計算した金額（調整前償却額）を事業供用１年目の償却限度額として償却を行い、２年

目以後は、期首帳簿価額に「定率法の償却率」を乗じて計算した金額（調整前償却額）を各事

業年度の償却限度額として償却を行います。 

そして、各事業年度の「調整前償却額」が取得価額に「保証率」（耐用年数省令 別表第十

に規定）を乗じて計算した金額である「償却保証額」に満たない場合は、その最初に満たない

こととなる事業年度の期首帳簿価額である改定取得価額に、その償却費がその後毎年同一とな

るようにその資産の耐用年数に応じた「改定償却率」（耐用年数省令 別表第十に規定）を乗じ

て計算した金額を、各事業年度の償却限度額として償却を行います。 

  定率法定率法定率法定率法のののの償却限度額償却限度額償却限度額償却限度額のののの計算式計算式計算式計算式    

  ア 調整前償却額 ≧ 償却保証額の場合  

定率法定率法定率法定率法のののの償却限度額償却限度額償却限度額償却限度額    ＝＝＝＝    期首帳簿価額期首帳簿価額期首帳簿価額期首帳簿価額    ××××    耐用年数省令耐用年数省令耐用年数省令耐用年数省令    別表第十別表第十別表第十別表第十のののの「「「「定率法定率法定率法定率法のののの償却率償却率償却率償却率」」」」    

イ 調整前償却額 ＜ 償却保証額の場合  

   定率法定率法定率法定率法のののの償却限度額償却限度額償却限度額償却限度額    ＝＝＝＝    改定取得価額改定取得価額改定取得価額改定取得価額    ××××    耐用年数省令耐用年数省令耐用年数省令耐用年数省令    別表第十別表第十別表第十別表第十のののの「「「「改定償却率改定償却率改定償却率改定償却率」」」」    

 

２２２２．．．．新新新新たなたなたなたな定率法定率法定率法定率法によるによるによるによる減価償却減価償却減価償却減価償却のののの具体的具体的具体的具体的なななな計算事例計算事例計算事例計算事例     

    

      取得価額１，０００万円、耐用年数６年の医療機器を取得して事業に供した場合の、 

新耐用年数省令を使った定率法による減価償却費の計算をしてみましょう。  

 ○ 医療法人の事業年度 ４月 1 日～翌年３月３１日 

 ○ 取得して事業に供した日 平成１９年１０月１日 

耐用年数省令 別表第十（一部抜粋）    

平成１９年４月１日以後に取得をされた減価償却資産の償却率、改定償却率及び保証率の表 

耐用  定額法の定率法の  改定  保証   耐用 定額法の 定率法の 改定  保証 

年数 償却率  償却率  償却率  率    年数  償却率  償却率 償却率  率 

 ２  0.500  1.000   －   －       ６    0.167   0.417   0.500 0.05776     

 ３  0.334  0.833  1.000 0.02789   ７    0.143   0.357   0.500 0.05496 

 ４   0.250   0.625   1.000  0.05274   ８    0.125   0.313   0.334 0.05111 

 ５   0.200   0.500   1.000  0.06249   ９    0.112   0.278   0.334 0.04731  

     【計算手順】             

１１１１．．．．耐用年数６年の定率法の償却率は、耐用年数省令別表第十に、０．４１７と規定されていま

す。 したがって、事業供用年度の減価償却費（償却限度額）は、 

     １０，０００，０００円×０．４１７×６／１２＝２，０８５，０００円   となります。 

翌事業年度以降の減価償却費（償却限度額）は、次表のように計算されます。  

        ２２２２．．．．さて、別表第十には、耐用年数６年の場合の保証率は０．０５７７６、改定償却率は０．５ 

００と規定されています。 したがって、この医療機器の償却保証額は、 

     １０，０００，０００円（取得価額）×０．０５７７６＝５７７，６００円 となります。  

  ６事業年度において、減価償却費（償却限度額）が３８１，２９５円となって、初めて償 
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却保証額に満たないことになり、６事業年度から均等償却に切り換わることになります。  

                                  （単位：円） 

               取得価額       減価償却費       期末簿価 

     事業供用年  １０，０００，０００  ２，０８５，０００  ７，９１５，０００ 

        ２    ７，９１５，０００  ３，３００，５５５  ４，６１４，４４５ 

        ３    ４，６１４，４４５  １，９２４，２２３  ２，６９０，２２２ 

        ４    ２，６９０，２２２  １，１２１，８２２  １，５６８，４００ 

        ５    １，５６８，４００    ６５４，０２２    ９１４，３７８ 

        ６      ９１４，３７８    ４５７，１８９    ４５７，１８９ 

        ７      ４５７，１８９    ４５７，１８８          １    

３３３３．．．．均等償却に切り換わった後の減価償却費は、改定取得価額（均等償却に移行する直前の帳 

簿価額９１４，３７８円）に改定償却率（０．５００）を乗じた金額とされ、６事業年度の償

却限度額は、９１４，３７８円×０．５００＝４５７，１８９円 となります。 

４４４４．．．．減価償却資産の償却累積額による償却限度額の特例規定により、定率法を採用している場 

合の償却限度額は備忘価額（１円）を控除した金額と規定されており、７事業年度の償却限度

額は、（９１４，３７８円－４５７，１８９円）－１円＝４５７，１８８円 となります。 

 

 

 

 

 

ＱＱＱＱ２２２２     今年開業したばかりの診療所ですが、周囲から青色申告を勧められています。 
青色申告にはどのようなメリットがありますか。また、青色申告をするための手続

き、記帳の方法、帳簿も教えてください。 
Ａ  

ポイントポイントポイントポイント    

（１） 青色申告の代表的なメリットは、青色申告特別控除、青色事業専従者給与の必 

要経費算入、医療用機器等の特別償却、少額減価償却資産の必要経費算入等です。 

（２） 青色申告とは、取引を帳簿に記録しその記録を基に所得や税額を申告して納付 

する申告納税制度の一つで、６５万円の青色申告特別控除を受けるには正規の簿記 

の原則により作成された貸借対照表を申告書に添付することが要件とされています。 

 

１１１１．．．．青色申告青色申告青色申告青色申告のののの主主主主ななななメリットメリットメリットメリット    

                青色申告の特典は５０を超えますが、その中から主なものを挙げてみましょう。医院、歯科医

院の９２％は青色申告者になっています。 

①①①① 青色申告特別控除青色申告特別控除青色申告特別控除青色申告特別控除――――――――複式簿記により記帳し、青色申告決算書（損益計算書、貸借対照表など） 

を確定申告書に添付することにより、所得金額から最高６５万円の控除が受けられます（簡易簿 

記だけなどで貸借対照表が添付できない場合の控除額は、１０万円です）。 
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  なお、社会保険診療報酬の所得計算の特例（措置法第２６条）の適用を受ける場合は、社会保

険診療報酬以外の自由診療などによる所得金額が限度となります。 

  ②②②②    青色事業専従者給与青色事業専従者給与青色事業専従者給与青色事業専従者給与のののの必要経費算入必要経費算入必要経費算入必要経費算入――――――――生計を一にする配偶者やその他の親族（１５歳未満の

人を除く。）で専らその診療所の業務に従事している人に給料を支払った場合、その支払った給

与が従業員の給与と同額程度であるなど、適正なものであれば、全額必要経費になります。 

  ③③③③    純損失純損失純損失純損失のののの繰越控除繰越控除繰越控除繰越控除、、、、繰戻繰戻繰戻繰戻しししし還付還付還付還付――――――――赤字が出ても、翌年以後３年間繰り越しができ、黒字の年

の所得金額から控除できます。又、前年分も青色申告なら、本年の赤字は前年の所得金額から控

除して税金の計算をしなおし、前年納めた税金の還付が受けられます。 

        ④④④④    医療用機器等医療用機器等医療用機器等医療用機器等のののの特別償却特別償却特別償却特別償却    

⑤⑤⑤⑤ 取得価額取得価額取得価額取得価額３０３０３０３０万円未満万円未満万円未満万円未満のののの少額減価償却資産少額減価償却資産少額減価償却資産少額減価償却資産のののの全額必要経費算入全額必要経費算入全額必要経費算入全額必要経費算入――――――――年間３００万円まで。 

⑥⑥⑥⑥ 貸倒引当金貸倒引当金貸倒引当金貸倒引当金のののの必要経費算入必要経費算入必要経費算入必要経費算入――――――――診療報酬未収金、貸付金などの債権について、貸倒れによる損 

失を見込んで、予め債権の５．５％を貸倒引当金として必要経費に算入することができます。 

  ⑦⑦⑦⑦    退職給与引当金退職給与引当金退職給与引当金退職給与引当金のののの必要経費算入必要経費算入必要経費算入必要経費算入――――――――従業員が退職する際に支払う退職金について、退職給与規

程などで定めている場合には、予め退職給与引当金として積み立て、必要経費に算入することが

できます。 

        

２２２２．．．．青色申告青色申告青色申告青色申告をするためのをするためのをするためのをするための税務税務税務税務手続手続手続手続きききき、、、、備備備備ええええ付付付付けるけるけるける帳簿書類帳簿書類帳簿書類帳簿書類とそのとそのとそのとその保存保存保存保存    

（（（（1111））））税務手続税務手続税務手続税務手続きききき・・・青色申告を始めるときは、法定の帳簿書類を備え付けて取引を記録し、かつ、

保存することが必要ですが、３月１５日までに（1 月１６日以後の開業の場合は、開業の日から

２ヵ月以内に）「「「「所得税所得税所得税所得税のののの青色申告承認申請書青色申告承認申請書青色申告承認申請書青色申告承認申請書」」」」を所轄税務署長に提出して予め承認を受けます。 

（（（（2222））））青色申告者青色申告者青色申告者青色申告者がががが備備備備ええええ付付付付けるけるけるける帳簿書類帳簿書類帳簿書類帳簿書類とととと青色申告特別控除青色申告特別控除青色申告特別控除青色申告特別控除とのとのとのとの関係関係関係関係        

     青色申告特別控除には、６５万円と１０万円の２種類の特別控除が設けられていますが、６５

万円の特別控除を受けるためには「正規の簿記」の原則により取引を記録し、その帳簿書類に基

づいて作成された損益計算書と貸借対照表を確定申告書に添付することが要件とされています。 

                正規正規正規正規のののの            損益計算書、貸借対照表が導き出せる組織的な簿記の方式で、一般的には、    

簿記簿記簿記簿記            複式簿記をいいます。※  最高最高最高最高６５６５６５６５万円万円万円万円の青色申告特別控除が受けられます。 

                簡易帳簿簡易帳簿簡易帳簿簡易帳簿        標準簡易標準簡易標準簡易標準簡易帳簿帳簿帳簿帳簿････････････現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳の５つ 

青色申告   の帳簿で記帳｡（預金、手形、元入金等が記帳されないものです）。 

                特別控除         現金式簡易帳簿現金式簡易帳簿現金式簡易帳簿現金式簡易帳簿････････････帳簿は現金出納帳と固定資産台帳のみで､入金と出金だけ 

最高最高最高最高 10101010 万円万円万円万円            を記帳｡前々年分の所得が３００万円以下で、予め税務署に届出が必要です。                        

※ なお、標準簡易帳簿をベースとした正規の簿記の方法もあります。そこでは、標準簡易帳簿 

の５つの帳簿では記帳されない預金・手形・元入金その他について、新たに預金出納帳、受取

手形記入帳、支払手形記入帳等を追加して貸借対照表を作成できる帳簿組織とするものです。 

（（（（3333））））帳簿書類帳簿書類帳簿書類帳簿書類のののの保存保存保存保存・・・①①①①～③③③③の帳簿書類を住所地又は事務所の所在地等に翌年 3月 15 日から７

年間（③③③③のうち現金預金取引等関係以外の書類は５年間）保存することが義務付けられています。   

①①①①仕訳帳、総勘定元帳並びに資産、負債、元入金の増減取引に関して作成されたその他の帳簿 

②②②②棚卸表、貸借対照表及び損益計算書並びに計算、整理、決算に関して作成されたその他の書類

③③③③取引の相手方から受け取った注文書、送り状、領収書、見積書等及び自己の作成したこれらの   

書類で写しのあるものはその写し 


